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協会けんぽでは、健康診断を受診された皆様への健康相談を行っております。健康相談には、メタ

ボリックシンドロームの概念に基づいて生活習慣の改善が必要な方に行う「特定保健指導」と健診結

果によりアドバイスをさせていただく「一般の健康相談」があります。

特定保健指導は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスクが高い方へ、健康状
態にあった生活習慣病予防に関する情報の提供や生活習慣改善のためのアドバイスなどの支援を
行うものです。
メタボリックシンドロームのリスク数によって特定保健指導の種類を決定し、「積極的支援」「動
機づけ支援」の２つの支援を実施しています。

■特定保健指導フローチャート

【 初 回 】個別面接またはグループ学習
▼

【３～６か月間】個別に面談、電話、メール、手紙、
ＦＡＸで継続サポート
▼

【 ６ か 月 後 】生活習慣改善状況などを伺います

【サポート方法】
20分以上の面談で生活習慣の改善についてご一緒に
考えます。
皆様方の立てた行動（改善）目標が続けられるように、
数回のご連絡（面接・電話・手紙・ＦＡＸ・メールなど）を取りながら、生
活習慣の改善を３か月間サポートします。
６ヶ月後に生活習慣のご様子や腹囲・体重などを伺い
ます。

積 極 的 支 援

【 初 回 】個別面接またはグループ学習
▼

【６か月後】生活習慣改善状況などを伺います
（電話、メール、手紙、ＦＡＸ）

【サポート方法】
20分以上の面談で生活習慣の改善についてご一緒に
考えます。
具体的な行動目標を立てていただきます。
６ヶ月後に生活習慣のご様子や腹囲・体重などを伺い
ます。

動 機 づ け 支 援

タイプＡでステップ２のリスクが ２つ以上
タイプＢでステップ２のリスクが ３つ以上

タイプＡでステップ２のリスクが １つ
タイプＢでステップ２のリスクが １つ～２つ

特定保健指導の

対象に

なりません

① 血 糖：空腹時血糖値100mg/dl 以上 または HbA1c5.2％以上

② 脂 質：中性脂肪150mg/dl 以上 または HDLコレステロール40mg/dl 未満

③ 血 圧：収縮期血圧130mｍHg以上 または拡張期血圧85mmＨｇ以上

④ 喫煙歴：①～③のリスクが１つでもある場合にリスクとして追加

ステップ ２ 診断結果と問診票からリスク数を判定

腹 囲 男性：８５ｃｍ以上 女性：９０ｃｍ以上

ＢＭＩ ＢＭＩの数値が２５以上

ステップ １ 腹囲とＢＭＩから内臓脂肪蓄積のリスクを判定

特定保健指導について

健康相談（保健指導）111222

は い いいえ

タイプＢタイプＡ

は い いいえ



生活習慣病予防健診を受診された

健師が無料で健康相談を行っています

■健康相談のご利用までの流れ

①生活習慣病予防健診を受診

②健康診断結果の送付

※健康診断を受診した健診実施機関

③健康相談のご案内の送付

協会けんぽ山梨支部より事業所の

相談日を調整します。

④特定保健指導の実施

協会けんぽの保健師が事業所へ伺

相談は、お一人２０分程度になります

特定健康診査を受診された協会

生活習慣の改善に取り組んでいただくことが

を行っています。

■特定保健指導のご利用までの流

①特定健康診査を受診

②健康診断結果の送付

※健康診断を受診した健診実施機関

③特定保健指導のご案内の送付

協会けんぽ山梨支部より対象となる

します。

④特定保健指導を実施している

⑤特定保健指導の実施

予約した特定保健指導実施機関へ「

指導を受けてください。

●特定保健指導の費用について

特定保健指導実施機関における

ては自己負担分をお支払いいただくこともあります

詳しくは、協会けんぽ山梨支部（

特定健康診査を受診された

生活習慣病予防健診を受診

52

された協会けんぽ加入の被保険者（ご本人）の

っています。

健診実施機関から届きます

の担当者様へご連絡し、

伺い、健康相談を行います。

になります。

協会けんぽ加入の被扶養者（ご家族）の方で、健康診断結果

んでいただくことが大切であると判断された方は、

流れ

健診実施機関から届きます

送付

となる方あてに「特定保健指導利用券」「特定保健指導実施機関一覧

している実施機関へ電話等で予約

「特定保健指導利用券」「健康保険証」「健診結果通知

について

における特定保健指導の費用は、協会けんぽが負担いたしますが

いいただくこともあります。

（保健グループ０５５－２２０－７７５４）にお

された方の健康相談

受診された方の健康相談

●「保健師」

「保健師」の

管理の専門家

看護、医学

得しており、

ご相談いただけ

健康的な生活

支援をいたします

の方に、協会けんぽの保

健康診断結果に基づき、

、特定保健指導のご案内

特定保健指導実施機関一覧」を郵送

健診結果通知」を持って特定保健

いたしますが、場合によっ

にお問い合わせ下さい。

」さんはどんな人？

の国家資格をもつ、健康

専門家です。

医学の専門知識や技術を習

、安心して

いただけ、より

生活へ向けた

をいたします。


